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1 ．問題と目的
1－ 1．はじめに
文部科学省（2012）の調査では，特別な教育支援を

必要としている児童生徒が通常の学級に6.5%の割合
で在籍していると報告されている。そのため，特別支
援学校の教員のみならず，通常の小中学校の教員にお
いても，より一層特別支援教育についての理解が求め
られるようになった。これに伴い，平成19年度（2007
年度）の特別支援教育の制度の移行に伴い，教員養成
大学または大学の教育学部では，特別支援教育科目を
開講するようになってきている。
1 － 2．教員免許状取得に関わる教職科目における
特別支援教育の扱い

文部科学省（2015）の教育職員免許法施行規則の第
6 条では，「免許法別表第一に規定する幼稚園，小学
校，中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を
受ける場合の教職に関する科目の単位の取得方法は，
次の表の定めるところによる。」としている。表 1 に
は，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校の教諭の普
通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の一
覧を示した。

この教職科目の第三欄の「教育の基礎理論に関する
科目」には，「教育の理念並びに教育に関する歴史及
び思想」「教育の基礎に関する社会的，制度的又は経
営的事項」と併せて，「幼児，児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程（障害のある幼児，児童及び生徒
の心身の発達及び学習の過程を含む。）」の項目があ
り，一種教員免許状を取得する学生は 6 単位，二種免
許状を取得する学生は 4 単位を修めなければならない
こととなっている。

教員免許を取得することができる大学においては，

教員一種免許状を取得する学生に対して，第三欄の
「教育の基礎理論に関する科目」（ 6 単位）の 3 項目
「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」「教育
に関する社会的，制度的又は経営的事項」「幼児，児
童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある
幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含
む。）」について，それぞれ半期 2 単位の講義を開講し
ている。

この 3 項目の中でも，「幼児，児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程」に関する講義に関しては，文
部科学省が作成した括弧（　）付きの文言の中に，

「（障害のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学
習の過程を含む。）」という記述がある。つまり，大学
の教職科目を取得する中で，学生たちは「障害のある
幼児・児童・生徒の心身の発達，学習過程について学
び，理解すること」が義務付けられている。

しかしながら，多くの大学の教職科目では，教職科
目の教育心理学の中でも発達心理学や学習心理学等の
講義の中で取り扱うこととなっている。そして，この
ような講義の場合，講義の担当教員は，特別支援教育
が専門ではなく，教育心理学が専門であり，障害児と
の関わりが少なく，臨床経験がない者が多いと推察す
る。そのため，講義において，担当教員は，障害のあ
る子どもの発達や学習について，詳しく講じられるこ
とは少なく，半期15時間の講義の中の 1 ～ 2 時間程
度で，学習障害・注意欠陥/多動性障害・高機能自閉
症等の発達障害の概要が説明されるに過ぎず，発達障
害児の発達や学習の過程，指導の在り方まで講じられ
ることはない。

文部科学省が作成した法律の上では，大学におい
て，教員免許状を取得する学生は，障害のある子ども
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要約　本研究では，大学の全学共通科目における特別支援教育関連科目の開講状況を調査し，講義内容・形態，指
導上の工夫，課題等について検討することを目的とする。尚，研究Ⅰは，日本教育大学協会・全国特別支援教
育研究部門の会員が所属する大学71大学（国立大学52大学，私立大学19大学）を対象とし，「特別支援教育に
関する講義」の開講状況に関して，「教職に関する教育科目」または「教職に関する教育科目以外」で必修化
している国立大学は，40校中22校（55.0％）に上り，国立大学の半数以上で，特別支援教育に関する講義が必
修化されていることがわかった。研究Ⅱは，国立大学の 3 大学の教育学部を対象に，国立総合大学の教育学部
における特別支援教育関連科目の開講状況について調査した。その結果， 3 大学で，特別支援教育を専門とす
る専任教員によって必修または選択の特別支援教育の講義が開講されていた。特別支援教育が主専攻ではない
学生たちも特別支援教育の基礎を学び，理念・教育制度，指導・支援の方法等の理解を深めていることが明ら
かにされた。
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の発達と学習に関する講義を履修し，障害児の発達と
学習に関する理解を深められることとなっているが，
実際には，講義の指導者である大学教員の障害児理解

及び指導・支援の在り方に関しては十分に行われてい
ないと考える。

表 1．幼稚園，小学校，中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目
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1 － 3．HATOプロジェクト構成大学 4校の実践
現在，北海道教育大学（H），愛知教育大学（A），

東京学芸大学（T），大阪教育大学（O）では，「HATO
プロジェクト」（大学間連携による教員養成の高度化
支援事業）を進めており，このうち「特別支援教育の
多面的・総合的支援プロジェクト」の研究を行ってい
る。この 4 大学においても，平成19年度の特別支援教
育の制度改革を契機として，特別支援教育を専攻しな
い学生に対する特別支援教育関連科目の開講を充実さ
せてきた。

岩田・青柳・飯塚（2015）は，HATOの 4 大学を
対象として，教員養成大学の全学共通科目における特
別支援教育関連科目の実態として，次のように報告し
ている。

①開講年度に関しては，特別支援教育の制度が始ま
る前の平成19年度以前が 3 大学 4 校，特別支援教育の
制度に移行した平成19年度以降が 1 大学 1 校であっ
た。

②開講までの経緯は，平成19年度の特別支援教育の
制度の改正に伴い，多様なニーズのある子どもの教育
に対応できる人材の養成が必要であることが学内で話
し合われ，特別支援教育の講義を必修化することに繋
げたことが分かった。

③講義の工夫や配慮事項に関しては，障害のある子
どもの指導の実際が理解できる視聴覚教材を活用する
ことや，障害の疑似体験，障害のある当事者の講話等
の内容を取り入れている大学が多かった。

④講義内容に関しては，通常の学級に在籍する子ど
もに関する特別支援教育の内容を主に取り扱っている
大学が多かった。また，知的障害，肢体不自由，病
弱，聴覚障害，視覚障害等の幅広い障害領域に関して
取り扱われており，各障害の特性や指導・支援の基礎
を学ぶことができる内容となっていた。

⑤講義を開講する上での課題は， 1 年生向けの講義
を開講している大学では，学生が特別支援教育に関し
て理解をすることができても実際の教育に結びつけに
くく，講義の時間が短いために障害に関して基礎的な
内容しか取り扱うことができていなかった。また，本
講義以外にも特別支援教育科目の講義を開講したい
が，カリキュラムの制約があり，困難な状況があると
いう大学が多かった。

1 － 4．本研究の目的
教育現場では，特別支援学校の教員のみならず，小

中学校，高校の教員においても，より一層特別支援教
育についての理解が求められ，特別支援教育に関する
知識・技能等は，すべての教員に求められている。教
員養成大学はこれらの課題に適切に対処できる実践的
な教育力を備えた教員養成に寄与するとともに，支援
能力を備えた個性的な教員養成に資することが課せら

れている。このことは，全国に11ある大規模の教育大
学だけでなく，国公立大学および私立大学の教育学部
においても，教員免許状を取得する学生に，特別支援
教育の講義を開講することが必要不可欠である。しか
しながら，全国の教員養成大学または教育学部におけ
る共通科目の「特別支援教育」の開講状況を調査した
報告はみられない。

　そこで，本研究では，全国の教員養成大学または
教育学部における教員免許取得予定者に対する共通科
目の「特別支援教育」の講義の実態を調査し，講義内
容・形態，学生指導の在り方について検討することを
目的とする。

2 ．研究Ⅰ；特別支援教育関連科目の
開講状況の実態調査

2－ 1．目的
全国の教員養成大学及び学部を対象に質問紙調査を

行い，教員免許取得予定者に対する特別支援教育関連
科目の開講状況を明らかにする。

2 － 2．方法
（1）調査対象

日本教育大学協会・全国特別支援教育研究部門の会
員が所属する大学71大学（国立大学52大学，私立大学
19大学）を対象とした。
（2）調査方法

郵送法による質問紙調査を実施した。対象大学の教
務課に質問紙を郵送し，回答を求めた。
（3）調査内容

質問紙の内容は，以下の通りである。
1 ）機関の基礎情報（所管，学生数等）
2 ）特別支援学校教諭免許状の授与に関して，特別支

援教育の専門課程・専攻等の学生に与えている障
害領域

3 ）特別支援学校教諭免許状の授与に関して，特別支
援教育の専門課程・専攻等以外の学生に与えてい
る障害領域

4 ）教職に関する教育科目における，特別支援教育に
関する講義の開講状況

5 ）教職に関する教育科目以外の科目（共通科目，自
由科目等）における，特別支援教育に関する講義
の開講状況

2 － 3．結果
（1）機関の基礎情報

調査を依頼した71大学の内，国立大学52大学中40大
学，私立大学19大学中 7 大学，計47大学から回答を得
た。回収率は，国立大学76.9％，私立大学36.8％，計
66.2％であった。

在学生数※ 1は，1000名未満の小規模大学が 0 校，
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た。
なお，国立大学 4 校は必修開講と選択開講の重複回

答，国立大学 1 校は未回答であった。
（4）教職に関する教育科目以外の科目における，特

別支援教育に関する講義の開講状況
共通科目や自由科目など，教職に関する教育科目以

外で特別支援教育に関する独立した「必修の講義」を
開講している大学は，国立大学40校中 5 校（12.5％），
私立大学 7 校中 1 校（14.3％）であった。

また，特別支援教育に関する独立した「選択の講
義」を開講している大学は，国立大学40校中21校

（52.5％），私立大学 7 校中 4 校（57.1％）であった。

2 － 4．考察
教職に関する教育科目またはその他の科目として，

特別支援教育に関する講義を必修化している大学は，
国立大学40校中22校，私立大学 7 校中 1 校であった。
国立大学の半数以上（55.0％）で，特別支援教育に関
する講義が必修化されている実態が明らかになった。

また，教職を目指す学生に対して，選択の特別支援
教育に関する講義を開講している大学は，国立大学40
校中32校で， 8 割にも上ることがわかった。私立大学
については，回答大学が 7 校と少ないため詳細な記述
は差し控えるが，国立大学と比較すると，必修・選択
を問わず，特別支援教育に関する講義の開講が少ない
ことが推測される。

国立大学は，私立大学に比べて教員養成に特化した
学部を持つ大学が多く，いじめ・不登校の問題と並ん
で特別支援教育の専門性と実践力の育成という役割を
担っていることから，特別支援教育に関する講義を開
講するケースが増えてきているのではないかと考えら
れる。

1000名以上8000名未満の中規模大学が34校，8000名以
上の大規模大学が13校であった。
※ 1 ：在学生数には，学部・専攻科・大学院の学生を

すべて含む。
（2）特別支援学校教諭免許状の授与状況

特別支援学校教諭免許状に関して，特別支援教育の
専門課程・専攻（主専攻）において授与可能な障害領
域及び必修・選択の別を表 2 に，特別支援教育の専門
課程・専攻以外（他専攻）において授与可能な障害領
域及び必修・選択の別を表 3 に示す。

特別支援教育の専門課程・専攻においては，約75％
の国立大学が，知的障害，肢体不自由，病弱の領域の
免許の取得を必修としていた。

一方，特別支援教育の専門課程・専攻以外の学生に
対しても，約65％の国立大学が，知的障害，肢体不自
由，病弱の領域の免許を選択で授与するカリキュラム
を有していた。
（3）教職に関する教育科目における，特別支援教育

に関する講義の開講状況
教職に関する教育科目の中で，特別支援教育に関す

る独立した「必修の講義」を開講している大学は，国
立大学40校中17校（42.5％），私立 大学 7 校中 0 校

（ 0 ％）であった。
また，特別支援教育に関する独立した「選択の講

義」を開講している大学は，国立大学40校中11校
（27.5％），私立大学 7 校中 2 校（28.6％）であった。

一方，教職に関する教育科目のうち，「教育の基礎
理論に関する科目」において，「幼児，児童および生
徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児，児
童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む）の一
部として扱っているのみの大学は，国立大学40大学中
15校（37.5％），私立大学 7 校中 5 校（71.4％）であっ

表 2．特別支援教育の専門課程・専攻（主専攻）における特別支援学校教諭免許状の授与状況

知的障害 肢体不自由 病弱 聴覚障害 視覚障害
必修 国31・私 1 国30・私 0 国30・私 0 国 6 ・私 0 国 4 ・私 0
選択 国16・私 5 国15・私 5 国14・私 5 国 7 ・私 0 国 4 ・私 0

表 3．特別支援教育の専門課程・専攻等以外（他専攻）における特別支援学校教諭免許状の授与状況

知的障害 肢体不自由 病弱 聴覚障害 視覚障害
必修 国 0 ・私 0 国 0 ・私 0 国 0 ・私 0 国 0 ・私 0 国 0 ・私 0
選択 国27・私 2 国26・私 2 国25・私 1 国 4 ・私 0 国 2 ・私 0
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3 ．研究Ⅱ； 総合大学教育学部における
特別支援教育関連科目の開講状況

3－ 1．目的
本研究では，国立の総合大学の教育学部における教

員免許取得予定者に対する「特別支援教育」の講義の
実態を調査し，講義内容・形態，学生指導の在り方に
ついて検討することを目的とする。

3 － 2．方法
（1）調査対象

本調査では，国立大学の群馬大学，岐阜大学，三重
大学の 3 大学の教育学部を対象とした。
（2）調査方法

対象大学における特別支援教育の課程・専攻の専任
教員にインタビューを行った。
（3）質問内容

開講科目における現状と課題が把握できるように設
定した。
＜主な質問項目＞
①大学の学生数と教員免許状を取得する学生数
②全学共通科目における特別支援教育関連科目の開講

状況
・開講コマ数　・受講学生数　・開講年度
③講義形態
・講義名　・開講時期　・担当教員　・受講人数
・選択・必修の別　→その理由
④講義内容
・重点を置く分野　　・学生の理解度
・障害のある子どもと関わる活動の有無（介護等体験

実習以外のボランティア実習等）
・授業計画
⑤開講までの経緯
⑥講義の工夫や配慮事項
・指導事例の紹介，指導法，ビデオの活用等
⑦講義を開講する上での課題

3 － 3．結果
（1）群馬大学教育学部
①大学の学生数と教員免許状を取得する学生数
・学生数－　 1 学年200名
・教員免許状取得学生数－　 1 学年200名
②全学共通科目における特別支援教育関連科目の開講

状況
・開講コマ数－　年間 2 コマ
　　　　　　　　（ 1 コマ・100名程度）
・受講学生数－　200名
　　　（特別支援教育の主専攻の学生を含まない。）
・担当教員数－　 4 名（ 1 コマ・教員 2 名）
・開講年度－　平成19年度（2007年度）
③講義形態

・講義名－　「特別支援教育概説」
・開講時期－　 2 年生・前期または後期
・担当教員－　特別支援教育の専任教員 2 名
・選択・必修の別－　必修
④講義内容
・通常の学校の教員として求められる特別支援教育に

関する基本事項を理解することを目的とした講義と
なっている。そのため，小中学校，高校における発
達障害児の特別支援教育に重点が置かれている。し
かしながら，知的障害，肢体不自由，病弱，聴覚障
害，視覚障害児等の心理・生理，教育・指導法を，
満遍なく説明している。

・表 4 に授業計画を示す。

表4．群馬大学教育学部「特別支援教育概説」の授業計画

回 内　容
第 1 回 ガイダンス，障害のある子どもの理解と指導
第 2 回 知的障害教育
第 3 回 肢体不自由教育
第 4 回 病弱教育
第 5 回 視覚障害教育
第 6 回 聴覚障害教育
第 7 回 重複障害教育 1
第 8 回 重複障害教育 2
第 9 回 重複障害教育 3
第10回 言語障害教育
第11回 情緒障害教育
第12回 自閉症教育
第13回 発達障害教育 1
第14回 発達障害教育 2
第15回 発達障害教育 3

⑤開講までの経緯
・教育学部の学部長が，平成19年度（2007年度）当時

に特別支援教育が専門の教員であったため，特別支
援教育の制度の改正に合わせて，学部長の指示の下
で講義が開講された。

⑥講義の工夫や配慮事項
・主体的な学習を促すため，受講学生をグループに分

け，発達障害について調べ学習をさせ，講義の中で
発表する機会を与えている。

・学内の障害学生支援を話題として取り上げ，通常の
学校で学んだ障害のある子どもたちが，多くの先生
方の指導・支援を受けながら，学び・成長し，群馬
大学に入学していることを述べている。

・現在は，小中学校，高校にてインクルージョン環境
での特別支援教育が推進されており，障害のある子
どもに対しては合理的配慮による指導・支援が求め
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られていることを説明している。
・ 2 コマの講義をそれぞれ教員 2 名で担当している。

そのため， 2 つの講義の内容を統一するために，共
通のテキストを使用している。講義内容およびスケ
ジュールは，本テキストの章立てに沿う形で15回の
講義のテーマが決められている。

⑦講義を開講する上での課題
・講義 1 コマあたりの受講学生数が約100名と多いた

め，学生たちへのきめ細かな指導が十分にできてい
ない。講義 1 コマあたりの受講学生数を少なくした
いが，開講講義数が増えると，担当教員の負担がか
かることが懸念される。

・知的障害，肢体不自由，病弱，聴覚障害，視覚障害
等の様々な領域の説明を行うが，特別支援学校と通
常の学校のそれぞれの教育における合理的配慮の在
り方や指導法について，十分な話ができていない面
がある。

・ 2 つの講義内容が偏らないように，現状では市販の
教科書を活用している。本来は講義担当教員が編
集・執筆した教科書を作成するべきであるが，マン
パワーが不足しており，実現には至っていない。

（2）三重大学教育学部
①大学の学生数と教員免許状を取得する学生数
・学生数－　 1 学年・約200 名 
・教員免許状取得学生数－　 1 学年・約 200名
②全学共通科目における特別支援教育関連科目の開講

状況
・開講コマ数－　年間 2 コマ
　　　　　　　　（ 1 コマ・100名程度）
・受講学生数－　 1 学年・ 200名程度
　　　（特別支援教育の主専攻の学生を含まない。）
・担当教員数－　13名（ 1 コマ・13名）
・開講年度－　平成19年度（2007年度）
③講義形態
・講義名－　「特別支援教育入門」
・開講時期－　 1 年生・後期
・担当教員－　・専任教員および外部講師13名がロー

テーションを組んで分担し，全員が
2 コマの講義を担当している。

・専任教員に関しては，特別支援教
育 5 名に加えて，幼児教育 1 名，
養護教育 1 名，音楽教育 1 名の合
計 8 名の教員が担当している。

・外部講師 5 名がゲストスピーカー
として来学している。

・選択・必修の別－　必修
④講義内容
・通常の学級に在籍する子どもたちの指導を中心とし

て講義が組まれている。

・介護等体験実習の理解と実践に繋がるようなカリキ
ュラム編成がなされている。

・表 5 に授業計画を示す。

表5．三重大学教育学部「特別支援教育入門」の授業計画
回 内容 担当者

第 1 回 オリエンテーション 特別支援教育の
専任教員

第 2 回 特別支援教育とは 特別支援教育の
専任教員

第 3 回 特別支援教育と食育 家庭科教育の
専任教員

第 4 回
障害のある子どもの保護
者との連携・保護者への
支援

特別支援教育の
専任教員

第 5 回 自閉症について
－息子とともに－

自閉症児の
保護者

第 6 回 通常の学級における支援
の基本

三重県教育委員
会の教員

第 7 回 学校現場における
特別支援教育 小学校の校長

第 8 回 知覚の個人差とその障害 特別支援教育の
専任教員

第 9 回 特別支援学校の教育－肢
体不自由と病弱を中心に

特別支援学校の
校長

第10回 インクルーシブ教育とは
何だろうか

特別支援教育の
専任教員

第11回 特別支援教育－学校現場
の取り組みから

スクールカウン
セラー

第12回 乳幼児期の発達診断と保
育・療育

幼児教育の専任
教員

第13回 特別支援教育の理念と実
際

特別支援教育の
専任教員

第14回 音・音楽を介した児童生
徒の理解

音楽教育の専任
教員

第15回 まとめ 特別支援教育の
専任教員

⑤開講までの経緯
・平成19年度の特別支援教育の制度改革に伴い，カリ

キュラム改革特別委員会にて検討がなされ，開講さ
れた。

⑥講義の工夫や配慮事項
・特別支援教育の大学教員以外に，普段から障害児教

育を実践している特別支援学校および小中学校の教
員が講義を担当している。

・特別支援教育分野の教員だけでなく，教育学部内の
他の分野の教員も講義を分担し，自身の専門分野と
特別支援教育を関連づけた講義を行っている。

・自閉症児の保護者を講師に招き，子育ての大変さと
喜びについて知る機会を作っている。
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・毎回，講義終了時にレポート課題を与え，受講した
上での学生の考えをまとめさせている。

・受講学生が多いため，座席を決めている。
⑦講義を開講する上での課題
・ 1 講義あたりの受講生が100名であり，学生指導が

不十分となっている。担当教員は学生を理解しない
まま講義を進めているので，指導の成果を実感しに
くい面がある。

・講義の運営上，負担が大きいため，ＴＡの大学院生
が毎回の講義の出欠の確認を行っている。

（3）岐阜大学教育学部
①大学の学生数と教員免許状を取得する学生数
・学生数－　 1 学年・約270名
・教員免許状取得学生数－　 1 学年・約270名
②全学共通科目における特別支援教育関連科目の開講

状況
・開講コマ数－　年間 1 コマ
・受講学生数－　 1 コマ270名程度
　　　（特別支援教育の主専攻の学生を含む。）
・担当教員数－　17名（ 1 コマ・17名）
・開講年度－　平成19年度（2007年度）
③講義形態
・講義名－　「介護指導・特別支援教育論」
・開講時期－　 2 年生・前期
・担当教員－　・特別支援教育の専門教員 1 名がコー

ディネーターを担当。
・学外講師16名がゲストスピーカーと

して来学している。
・選択・必修の別－　必修
④講義内容
・介護等体験実習に関連付けられた講義であるため，

特別支援教育の内容と，社会福祉の内容が組み合わ
された内容となっている。尚，岐阜大学教育学部の
介護等体験実習では，この講義と関連付けて，事前
指導，事後指導が行われている。

・本講義の目的は，「小学校または中学校教諭の普通
免許状を取得する学生が，個人の尊厳及び社会連帯
の理念に関する認識を深め，教員としての資質向上
を図る」こととなっている。

・表 6 に授業計画を示す。
⑤開講までの経緯
・「介護等体験特例法」に基づき，平成10年度（1998

年度）以降に入学した学生を対象として始まった
「介護等体験実習」であるが，本講義は本実習の開
始時期に，特別支援教育の専門の教員が中心となっ
て検討がなされ，平成11年度（1999年度）に開講さ
れた。

表 6．岐阜大学教育学部「介護指導・特別支援教育論」
の授業計画

回 内容 担当者

第 1 回 ガイダンス 岐阜大学の特別
支援教育の教員

第 2 回 充実した実習にするた
めに

介護福祉専門学
校の教員

第 3 回
特別支援教育がめざす
もの－障がいってなん
だろう

他大学の特別支
援教育の教員

第 4 回 一人ひとりのニーズに
合わせた教育

特別支援学校の
校長

第 5 回 ひとりの人間として 聴覚障害のある
成人女性

第 6 回
ある学習障害者の見え
方と思い～共生社会を
めざしたい

学習障害のある
成人男性

第 7 回 共に生きる 自閉症児の保護
者 2 名

第 8 回 通常学級に在籍する発
達障害の子どもたち 小学校の校長

第 9 回 吃音とは何か 岐阜大学の特別
支援教育の教員

第10回
高齢社会と介護問題～
介護の社会化をめぐっ
て～

介護福祉専門学
校の教員 2 名

第11回 命の授業 肢体不自由の成
人男性

第12回 共感的理解と認知症の
理解

高齢者の社会福
祉施設の職員

第13回 施 設 で 暮 ら す こ と と
は？

高齢者の社会福
祉施設の職員

第14回 事例から理解する在宅
介護とヘルパーの仕事

高齢者の社会福
祉施設の職員

第15回 外国籍児童生徒に対す
る支援・教育方法

岐阜大学の国語
教育の教員

⑥講義の工夫や配慮事項
・大学教員以外に，特別支援学校および小中学校の教

員，福祉関連の施設職員等，普段から障害児・障害
者等と接している講師が，仕事の内容や思いを語る
内容となっている。

・障害のある成人，障害のある子どもの保護者を講師
に招き，当事者の立場や，子どもを育てる親の思い
にふれる機会を作っている。

・外国籍児童生徒に対する支援・教育方法に関する講
義についても 1 回のみ開講し，岐阜大学の国語教育
の教員が担当している。

・本講義を通じて，将来，教員となる学生たちに対し
て，人の命を尊厳し，人が自立することの意味と支
援の在り方を考える機会を与えている。

・授業担当者は，写真やＤＶＤの映像等を活用して，
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学校や施設の様子や指導法等を，具体的にわかりや
すく説明している。

・毎回，講義終了時にレポート課題を与え，受講した
上での学生の考えをまとめさせている。

⑦講義を開講する上での課題
・ 1 講義あたりの受講生が270名と大勢であるため，

学生指導において多くの困難が伴う。本講義では，
出席の確認だけでも非常に手間が掛かるため，受講
学生の座席を決めている他，ＴＡの大学院生が毎回
の講義の出欠の確認を行っている。また，ＴＡの大
学院生が，講義中に姿勢が悪い学生や眠っている学
生を適宜注意し，学生たちが講義に集中して受講す
るように促している。

・特別支援教育に関して，歴史・法律・制度等の基礎
概論から，指導・支援の方法等の応用的な知識・技
能まで，体系的な形で講義が組まれていない。

・講義の受講生270名を 3 ～ 4 クラスの複数のクラス
に分けて，少ない人数での講義を行いたいが，時間
割の開講枠・空き教室と教室の規模・担当講師の時
間的都合・講師の謝礼・交通費の予算等を考える
と，講義の編成が困難となるため，現行のままの形
で講義が開講されている。

3 － 4．考察
（1）全学共通科目における特別支援教育関連科目の

開講状況
全学共通科目における特別支援教育関連科目を必修

科目として開講している大学は，群馬大学，三重大学
の 2 大学であった。岐阜大学は，介護等体験実習の内
容と関連させて，特別支援教育の他，障害者や高齢者
等の社会福祉の内容も含めた講義を開講していた。

開講年度に関して，特別支援教育の制度に移行した
平成19年度以降に特別支援教育に関連した講義が開講
された大学は， 3 大学中 2 校であった。岐阜大学は，
介護等体験実習が開始された平成10年度（1998年度）
に準備を進め，平成11年度（1999年度）に，特別支援
教育に関連した講義が開講された。
（2）開講までの経緯

開講までの経緯に関しては，群馬大学と三重大学に
おいて平成19年度の特別支援教育の制度が改正される
頃から特別支援教育を重視する傾向があった。多様な
ニーズのある子どもの教育に対応できる人材の養成
が，学内の委員会や特別支援教育の教員の中で検討さ
れ，特別支援教育の講義を必修化することにつながっ
た。

一方，岐阜大学は，特別支援教育の制度移行よりも
前の介護等体験実習の開始時から，特別支援教育に関
連した講義の開講が検討されていた。

文部科学省は，平成19年（2007年）の「特別支援教
育の推進について（通知）」で，特別支援教育を行う

ための体制の整備及び必要な取り組みとして，①特別
支援教育に関する校内委員会の設置，②在籍する幼児
児童生徒の実態の把握，③特別支援教育コーディネー
ターの指名，④関係機関との連携を図った「個別の教
育支援計画」の策定と活用，⑤「個別の指導計画」，
⑥教員の専門性の向上の 6 点を挙げた。教育委員会や
学校現場においては，現職教員に対して，特別支援教
育の研修会を数多く開催したり，事例検討会を重ねる
必要性がある。一方，教員養成大学に課せられている
責務としては，教員免許を取得する学生に対して特別
支援教育の基礎を講じることと必要最低限の指導・支
援のスキルを身に付けさせることであろう。
（3）講義の内容

講義内容に関しては，通常の学級に在籍する子ども
に関する特別支援教育の内容を中心に据える大学が多
かった。しかし，知的障害，肢体不自由，病弱，聴覚
障害，視覚障害等の幅広い障害領域に関しても取り扱
われており，各障害の特性や指導・支援の基礎を学ぶ
ことができる内容となっていた。しかし，講義に十分
な時間が取れないため，各障害領域についてアウトラ
イン的にしか説明がなされず，受講学生たちは表面上
の理解だけに留まっている可能性が高い。また，障害
児者について知ることはできるが，実際の教育に活か
す知識を与えるところまで十分に説明がなされていな
いことが推察される。
（4）講義の工夫や配慮事項

講義の工夫や配慮事項に関しては，大学教員以外
に，特別支援学校や通常の学校の教員を講師に招き，
障害のある子どもとの係わりや，授業や学校生活で子
どもの指導・支援の在り方について学べるように工夫
している大学が多かった。障害のある子どもの指導・
支援の実際が理解できる視聴覚教材（ビデオ・DVD
等）を活用する大学があった。冨永・金森・井坂・西
山 ・平賀（2012）の先行研究の結果から，各障害名
の認知をしている学生は多くいるが，接触経験をした
ことがある学生は少ない人数となっている。接触経験
が少ない学生にとって特別支援教育はイメージするこ
とが難しいと考えられる。ビデオなどの視覚的な教材
を用いることで，学生は特別支援教育をより深く学ぶ
ことができる。知識とイメージを結びつけるDVDの
教材の活用をすることで，学生の学習意欲も高められ
ると考える。

この他，学生が特別支援教育について，より主体的
に学べるように，調べ学習の課題を与え，講義時に発
表する機会を設けている大学があった。また，講義終
了後に課題レポートを与え，特別支援教育の講義の振
り返りをさせる大学もあった。
（5）講義を開講する上での課題

講義 1 コマあたりの受講学生数が100名以上と多い
大学が， 3 大学中 3 大学であった。そのため，特別支
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援教育について，学生たちへの指導が十分に行うこと
ができないという回答が 3 大学の教員から述べられ
た。講義 1 コマあたりの受講学生数を少なくした場
合，開講講義数が増え，反対に，担当教員の負担がか
かることが懸念される。このことに関して，学外の講
師を増やした場合，大学の予算がかかることや，学生
への特別支援教育の指導の責任が曖昧になることが危
惧される。

4 ．今後の課題
4－ 1．現職教員や障害のある当事者等を講師とし
て招聘すること

特別支援教育の講義において，大学教員以外に，特
別支援学校や通常の学校の教員を講師に招き，障害の
ある子どもとの係わりや，授業や学校生活で子どもの
指導・支援の在り方について学べるように工夫してい
る大学が多い。また，障害のある当事者を講師に招
き，障害者の心理や対人援助のニーズを理解する機会
を与える大学が増えている。さらに，障害児の保護者
を講師に招き，障害児の子育てについて知る機会を作
っている大学も多い。このような障害児者と係わる経
験が深い講師を招き，学生が聴講することで，障害そ
のものへの関心を高め，認識を深めることができるだ
ろう。

大学としては，学外の関係者へのコンタクト，依頼
手続き，講義の日時の調整等の他，講師招聘に関わる
予算の確保も課題となる。本件に関しては整理すべき
課題が多いが，学生の特別支援教育への充実を図るた
めにも，現職教員や障害のある当事者等を講師として
招聘する大学が増えていくことを期待したい。

4 － 2．教員免許取得予定のすべての学生を対象と
した特別支援教育の講義の必要性

教員免許を取得する学生に対して，特別支援教育関
連科目を開講することで，将来，教員となる学生の特
別支援教育の知識と技能を与えていくことは，教員養
成大学および国立大学の教育学部の責務である。しか
しながら，国立の教育学部にて特別支援教育の講義が
開講されていても，他学部で教員免許を取得する学生
に対しては開講されていないケースがほとんどであ
る。また，私立大学においても，教員免許を取得可能
な大学は数多くある一方で，特別支援教育の講義の開
講状況は国立大学よりも少なく，その指導体制は不十
分であることが推察される。今後は，各大学にて，教
員免許取得予定のすべての学生を対象として，特別支
援教育の講義を開講した上での教員養成を進める必要
があるだろう。

4 － 3．介護等体験実習や教育実践演習等の実践と
の関連付け

近年，多くの教員養成大学および教育学部にて，教
育実習の他に，介護等体験実習が必修化され，将来，
教員を目指す学生が，在学中に障害のある子どもや成
人と係わる機会が増えている。また，教育実践演習等
の学校現場での実践的な講義を開講する大学が増え，
学生たちは学校での大勢の子どもと係わり，その中で
障害のある子どもへの指導・支援を経験していく。学
生たちは，障害のある子どもや成人と係わりを持つこ
とで，障害に対する偏見をなくし，一人一人の障害の
特性を理解した上で，子どもや保護者のニーズをくみ
取り，指導・支援に活かしていくことの重要性に気付
いていく。しかしながら，こうした障害者への理解を
深める経験を重ねながら，学生たちは，指導・支援の
在り方，心理・生理・病理等を理論的に学ぶことはで
きていない。そのため，特別支援教育の関連科目の内
容と，実践的な講義を関連付けながら，より実践的な
知識と技能を身に付けた学生を指導することが必要と
なる。

4 － 4．今後の特別支援教育科目の方向性
教員免許を取得する予定の学生が，特別支援教育に

関する知識を深めるために，各大学にて現在開講して
いる講義にさらなる工夫や配慮を加えることが求めら
れる。

教員養成大学・教育学部のある大学における共通し
た課題としては，講義担当教員が学生たちに対して，
実際の教育現場において活かすことができる知識と技
能を，この特別支援教育科目で指導していくことであ
る。講義を受講した学生は特別支援教育に関する知識
を持っていても，その知識を指導に活かせない可能性
が高い。特別支援教育関連科目は，各大学で半期 1 コ
マであることが多いが，可能であれば，より深い専門
が学べる講義をオプションで開講していくことが期待
される。しかし，多くの大学では，時間割や学年ごと
のカリキュラムの作成，キャップ制等の様々な制約が
あり，特別支援教育の主専攻以外の学生が特別支援教
育の講義を広く深く学ぶことは困難な面がある。

教育大学の中で全学開講の教職科目の中の特別支援
教育の講義を開講し，大学が学生指導をしっかりと行
っていくことは，すなわち，特別支援教育に理解のあ
る教員を育てることである。このことは，地域の教育
委員会や学校の教員のニーズでもあり，障害のある児
童生徒一人一人に対する支援の質を一層充実させるこ
とやより良い学習環境を補償し豊かな成長を促すこと
となり，保護者が安心して子どもを学校に預けられる
ということに繋がっていくだろう。
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